
令和２年第５回 

 周防大島町教育委員会会議 議事録（要点筆記） 

 

１ 日 時 

  令和２年３月 27 日（金） 15時 11分～15時 55分 

２ 場 所 

  周防大島町役場東和庁舎２Ｆ 会議室 

３ 出席委員 

  西川教育長、長尾委員、中村委員、沖広委員、國行委員 

４ 事務局出席者 

  永田教育次長、木谷総務課長、藤井社会教育課長、河内学校教育課長、 

中原総務班長 

５ 欠席者 

  な し 

６ 傍聴者 

  な し 

７ 調整者書記 

  中原総務班長 

８ 議事録署名委員の決定 

  中村委員及び國行委員 

９ 議題及び議事の大要、質問または討論をした者の職及び要旨 

(1)議案第１号 令和２年度周防大島町教育委員会事務局職員人事について 

＊周防大島町教育委員会会議規則第 13 条により秘密会とする。 

 

教育長  議案第１号について承認いただけますか。 

  委員        承認。 

 

 (2)議案第２号 令和２年度周防大島町立学校の会計年度任用職員の勤務時間、休

暇等に関する規則の制定について 

   説明者：学校教育課長 

   質疑・意見等 

（委 員）会計年度任用職員は正規の教職員と同じ規則になるということかと

いう質疑。 

（事務局）現在、各学校に県費負担で臨時的任用教員がいるが、これが会計年

度任用職員という仕組みになり、実際の勤務そのものはこれまでと変

わるところはないが、新たな国の制度によって町教育委員会として規

則の制定が求められている。例えば、栄養士の育短非常勤や事務職の



育短非常勤が該当するが、現在、本町の小・中学校においては、対象

となる職員はいない旨説明。 

 

教育長  議案第２号について承認いただけますか。 

  委員        承認。 

 

(3)議案第３号 周防大島町教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則等の

一部改正について 

説明者：総務課長 

   質疑・意見等 

   特になし 

 

教育長  議案第３号について承認いただけますか。 

  委員        承認。 

 

(4)議案第４号 周防大島町教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則につ

いて 

説明者：社会教育課長 

   質疑・意見等 

（委 員）改正後の(12)の特別支援教育に関することへ現行の(12)特殊教育 

に関すること、(13)視聴覚教育に関することが入るのかという質疑。 

（事務局）現行は(12)に特殊教育、(13)に視聴覚教育という用語を使っていた

が、現状の教育用語の見直しで、改正後は(12) 特別支援教育、(13)情

報教育という用語に訂正させていただいた旨説明。 

（委 員）生涯学習班がなくなり、社会教育班の中に入ると捉えていいのかと

いう質疑。 

（事務局）社会教育課再編の時に生涯学習班はなくなっていたが、改正せず残

っていたため今回改正した旨説明。 

 

教育長  議案第４号について承認いただけますか。 

委員        承認。 

 

(5)議案第５号 周防大島町語学留学生派遣事業実施要綱の制定について 

説明者：総務課長 

   質疑・意見等 

（委 員）カウアイ島とは姉妹島交流があり非常にいい場所だと思う。参加負

担費用が 20万円となっているが、全体の費用、補助金、助成金とい

ったお金の動きはどうなのかという質疑。 



（事務局）１人当たりに係る全体の経費は、概算で航空費、宿泊費、研修拠点

となるカウアイコミュニティカレッジに支払う総額が約 50 万円の見

込みである。そのうち 20 万円の負担をいただき、残りの 30 万円は町

が負担する計画としている。令和 2 年度予算では、経費の６人分を研

修生費用として予算組みしている旨説明。 

   （委 員）実施時期が７月か８月になると思うが、コロナウイルスの関係で延

期になることがあると思うが、実施時期とその辺の運営のあり方はど

うなのかという質疑。 

   （事務局）受け入れ先のカウアイコミュニティカレッジはいろいろな自治体や

大学等の研修を受けている関係で、実施時期は８月３日の月曜日に出

発し、８月 16 日の日曜日に帰国する予定で準備を進めている。実施

については、今月号の広報に予告記事を掲載し事前告知をしており、

来月号の広報にはきちんとした形で事業を実施する旨を掲載し、４月

に入ったらホームページへの掲載、近隣高等学校等への周知依頼をす

る準備をしている。なお、コロナウイルス感染の関係により状況によ

っては中止する場合があるという一言を添えている旨説明。 

   （委 員）応募が６人以下だった場合、他町からの参加があればいいが、な

い場合はどういうふうに対応するのかという質疑。 

   （事務局）万一、周防大島町が５人で、和木町、阿武町からの参加がゼロだ

った場合、６人に満たないということになり、この場合は中止にな

る。人数で割り、宿泊先がコンドミニアムで１人部屋でないため、

人数が少なくなればなるほど１人当たりの単価が高くなるため６人

で算出させていただいた。なお、本年度は周防大島町６名、和木町

３名、阿武町５名の計 14名の参加であり、昨年度は周防大島町３

名、和木町２名の計５名の参加であった。10月にカウアイコミュニ

ティカレッジの学長と町長が覚書の調印をしこの事業を進めていく

ことになり、10月の広報に記事を掲載し１件問い合せがあり、この

たび３月の広報に掲載し別の方から１件の問い合わせがあった。ま

た、町内の保護者から申し込みをしたいという話を受けており、教

育委員会へは３人から問い合わせを受けいている状況である。引率

については、本年１月８日に教育長と山口大学へお願いに行ってき

た。これまでフィリピンセブ島で語学留学を行っており、山口大学

の先生の引率派遣をいただいていたが、来年度は場所をカウアイ島

に変える計画であり引き続きお願いしたところ、先生１人の派遣に

ついて協力が得られた。引率は２名で考えており、もう１人は来年

度から町で国際交流支援員を任用する予定で、その方へ引率のお願

いができないかと考えている。また、その方から事前と事後の指導

についても協力を得るということで調整している旨説明。 



教育長  議案第５号について承認いただけますか。 

委員        承認。 

 

10 議決事項 

議案番号 内   容 
議決結

果 
議決日 

議案第 1 号 
令和 2 年度周防大島町教育委員会事務

局職員人事について 
承認 令和 2 年 3 月 27 日 

議案第 2 号 

令和 2 年度周防大島町立学校の会計年

度任用職員の勤務時間、休暇等に関す

る規則の制定について 

承認 令和 2 年 3 月 27 日 

議案第 3 号 

周防大島町教育委員会事務局組織規則

の一部を改正する規則等の一部改正に

ついて 

承認 令和 2 年 3 月 27 日 

議案第 4 号 
周防大島町教育委員会事務局組織規則

の一部を改正する規則について 
承認 令和 2 年 3 月 27 日 

議案第 5 号 
周防大島町語学留学生派遣事業実施要

綱の制定について 
承認 令和 2 年 3 月 27 日 

 

（教育長） 以上で、教育委員会を閉会します。 


